
 

 

「産地等のデジタル人材育成！情報発信力強化セミナー事業」 企画提案競技審査要領 

 

１ 目的 

この審査要領は、「産地等のデジタル人材育成！情報発信力強化セミナー事業」業務の委託候補者を

選定するために行う企画提案の審査について、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 企画提案競技審査委員会の設置等 

（１）秋田県産業労働部商工業振興課内に「産地等のデジタル人材育成！情報発信力強化セミナー事業」

業務企画提案競技審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置する。 

（２）審査委員会は、提出された企画提案書、見積書その他の書類により審査を行う。 

（３）審査委員会は、次の者をもって構成する。 

   ・商工業振興課長 

   ・商工業振興課長が指名する者２名 

（４）審査委員会の委員長は、商工業振興課長が務める。 

（５）委員の任期は、契約相手方の決定の日までとする。 

 

３ 審査委員会の開催 

（１）審査委員長は、審査委員会を招集し、会議を主催する。 

（２）審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

（３）審査委員会は非公開とする。 

（４）委員長が認める場合、委員から指名を受けた者が代理として審査委員会に出席することができる。 

 

４ 審査方法等 

（１）委員又は委員の代理は、（別紙１）企画提案競技審査票に基づき審査を実施し、評点を付す。 

（２）審査は総合的に評価し、委員の協議により選出された第１位順位者を契約候補者とする。ただし、

各委員の総合評価点数の平均が６０点未満である場合には、選定しない。 

 

５ その他 

この審査要領の定めるもののほか、審査委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が審査委員会に諮

り、これを定める。 

 

 



 

 

（別紙１） 

企画提案競技 審査票 

 

審査項目 審査の観点 配点 

１ 参加者の募集・

周知広報 

・参加者の募集に係る周知範囲や広報媒体の選択は妥当なものか。 

・より多くの参加者が関心を持ち、参加意欲を示すような告知方法等が検討

されているか。 

・受講申込方法は、参加希望者に分かりやすいものとなっているか。 

10 

２ セミナーの実施 

・参加しやすい会場等が確保されているか。 

・セミナー案が、デジタル知識や情報発信スキルの向上につながるものとな

っているか。また、その内容は、受講者が自社製品への認識を深め、マー

ケティング手法を学ぶ機会に繋がるものとなっているか。 

・講師等の選定は適切であるか。 

・指定する開催回数で、より効果的で具体的なセミナーのプランが提案され

ているか。 

25 

３ 個別相談体制 ・セミナー受講者の項別相談対応やフォローアップ体制は十分か。 20 

４ 全体事業内容 

・仕様書の内容を十分に理解した上で全体設計がされているか。 

・提案内容は全体を通して具体的かつ実現性があり、スケジュール感も妥当

なものか。 

10 

５ 独自提案 ・事業効果を高める創意工夫等が盛り込まれているか。 10 

６ 実施体制 

・必要なノウハウやスキル等を有する運営担当者が配置され、確実な業務遂

行が可能な体制となっているか。 

・類似業務を遂行した実績を有しているか。 

・事業終了後、受講者が独自で学習等を継続することができる事業形態か。 

10 

７ 見積金額 ・費用が内訳毎に明確に示され、予算の範囲内で経済的かつ妥当な金額か。 5 

８ 賃金水準の向上

及び女性の活躍

推進に係る取組 

※別紙２の評価基準により加点する。 10 

計  100 



 

 

（別紙２） 

賃金水準の向上及び女性の活躍推進に関する取組への配点 

 

評価項目 
審査基準 

配点 
大区分 小区分 

賃金水準の

向上（５点） 

給与等受給者一人

当たりの平均給与

額の対前年増加率 

1.5％以上 3 

2.0％以上 4 

3.0％以上 5 

女性の活躍

推進（５点） 

一般事業主行動計

画の策定・届出 

従業員数 100 人以

下の企業 

女活法 0.25 

次世代法 0.25 

えるぼしチャレン

ジ企業認定（※） 
 1 

法令に基づく認定 

女活法 
えるぼし 1.5 

プラチナえるぼし 2 

次世代法 
くるみん 1.5 

プラチナくるみん 2 

若者雇用促進法 ユースエール 0.5 

秋田県知事表彰の

受賞 

女性の活躍推進企業表彰 0.5 

子ども・子育て支援知事表彰 0.5 

男女共同参画社会づくり表彰 0.5 

 

※「えるぼしチャレンジ企業認定」は、令和４年５月から導入する県の認定制度で、主な要件は、えるぼ

し認定基準に掲げる「女性の採用」等の数値目標を達成し、えるぼしの取得を目指した実施計画を有す

る中小企業としている。 

 

注１ 賃金水準の向上については、最も配点が高い区分により配点を行う。 

注２ 女性の活躍推進については、複数の大区分に該当する場合、その合計点により配点を行う。 

注３ 「法令に基づく認定（女活法）」に該当する場合は、「えるぼしチャレンジ企業認定」の配点は行わ

ない。 

注４ 女活法：女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法律第 64 号） 

次世代法：次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号） 

若者雇用促進法：青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和 45 年法律第 98 号） 


